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住宅省エネルギー性能証明書の     
発行業務要領 



1 

 

この住宅省エネルギー性能証明書の発行業務要領は、株式会社確認検査機構アネックス（以下

「確認検査機構アネックス」という。）が「特定エネルギー消費性能向上住宅及びエネルギー消

費性能向上住宅の新築取得等をした場合の住宅ローン税額控除の特例並びに特定エネルギー消費

性能向上住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除に係る租税特別措置法施行規則第 18条

の 21第 16項及び第 17項の規定に基づき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に係る

証明について」（令和 4年 5月 20日付け国住政第 29号・国住生第 79号・国住指第 131号。以下

「国交省通知文」という。）等に基づいて実施する住宅の省エネルギー性能を証明する書類の発

行に関する業務について適用します。 

 

１．ＺＥＨ水準省エネ住宅及び省エネ基準適合住宅の基準 

令和４年度税制改正により、認定住宅等の新築取得等を行った場合の住宅ローン税額控除の特

例（住宅ローン減税の借入限度額の上乗せ措置等）の対象となった、特定エネルギー消費性能向

上住宅（以下「ＺＥＨ水準省エネ住宅」という。）及びエネルギー消費性能向上住宅（以下「省エ

ネ基準適合住宅」という。）の基準は、表１を適用します。 

                  表 1 

対象 基準 
住宅の新築または建築

後使用されたことのな

い住宅の取得 
 
   

ＺＥＨ水準省エネ住宅 

（基準省令※1第10条第

2号イ及びロ） 

断熱等性能等級 5 以上※2かつ一次エ

ネルギー消費量等級 6※3以上 

省エネ基準適合住宅 

（基準省令※1第 1 条第

1項第 2号イ及びロ） 

断熱等性能等級 4 以上※2かつ一次エ

ネルギー消費量等級 4※3以上※4 

   
  

※1 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成 28年経済産業省・国土交通省令第 1

号） 

※2 評価方法基準（平成 13年国土交通省告示第 1347号）第５の５の５－１⑶（結露の発生を防止

する対策に関する基準を除く） 

※3 評価方法基準第５の５の５－２⑶ 

※4 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イただし書きの規定により、

外皮基準への適合が除外されている家屋（以下「気候風土適応住宅」という。）の場合は、令和元

年国土交通省告示第 786号に規定する気候風土適応住宅の基準及び一次エネルギー消費量等級４

以上に適合すること。 
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２．ＺＥＨ水準省エネ住宅及び省エネ基準適合住宅を証明する書類 

ＺＥＨ水準省エネ住宅又は省エネ基準適合住宅の省エネルギー性能を証明する書類は、表２と

なり、本発行業務要領は表２中の「住宅省エネルギー性能証明書」の適合審査を行うための要領

となります。 

 

表 2 

対象 基準 
住宅の新築または建築

後使用されたことのな

い住宅の取得 
 
 

次のいずれか 
①住宅省エネルギー性能証明書※1（当該家屋の取得の日前※2

に、当該証明のための家屋の調査が終了したもの） 
②建設住宅性能評価書※3の写し（当該家屋の取得の日前※2に

評価されたもので、対象基準の性能を有していることが証明

されたもの） 
③検査済証※4の写し（省エネ基準適合住宅であることを証明

する場合に限る） 
  

※1 建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担 

保責任保険法人のいずれかが発行。  

※2 令和 8年 4月 1日前に居住の用に供される家屋については、令和 9年 4月 1日前。 

 ※3 登録住宅性能評価機関が発行する、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成 11年法律

第 81号）第 6条第 3項に規定する建設住宅性能評価書。 

※4 建築基準法（昭和 25 年法律第 201号）第 7条第 5 項に規定する検査済証を指し、以下の要件

を満たすものに限る。 

・令和７年４月１日以後に建築確認を受けたことを証するものであること 

・当該家屋の新築に係るものであること（増改築等に係る検査済証は不可） 

・新築住宅の場合は、当該家屋の取得の日前に交付されたものであること 

・既存住宅の場合は、当該家屋の取得の日前二年以内に交付されたものであること 

※5 令和 8年 4月 1日前に居住の用に供される家屋については、令和 9年 4月 1日前（令和 8年 10

月 1日以後に当該既存住宅の取得をする場合にあっては、取得の日以後 6月以内）。 

 

３．審査手順・発行業務の要領 

 住宅省エネルギー性能証明書の審査手順と発行業務については、以下のとおりです。なお、省

エネ基準適合住宅のうち、気候風土適応住宅については、国交省通知文等に従ってください。 
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（１）手続きの流れ  

１）審査・発行の条件 

①業務の対象 

住宅省エネルギー性能証明書の発行業務の対象は、住宅の新築又は建築後使用されたこ

とのない住宅の取得とします。また、新築の場合、申請の時期は着工前、着工後を問わな

いものとし、原則、現地調査（目視、計測、施工関連図書等の確認（工事写真の確認、ヒア

リング等を含む））その他適切な方法※による確認（以下「現地調査等」という。）の時期前

とします。 

※ 住宅省エネルギー性能証明書における証明手続きにおいて、以下の運用方針を参考と

して、リモート検査を行うことが可能です。 

・ デジタル技術を活用した建築基準法に基づく完了検査等の検査者の遠隔実施に係る

運用方針（令和６年４月国土交通省住宅局建築指導課） 

・ 建設住宅性能評価の検査に係る検査者の遠隔実施に係る運用方針（令和６年６月国

土交通省住宅局住宅生産課） 

②適合審査の実施者 

適合審査の実施者は、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成 11 年法律第 81 号）

第 13 条に定める評価員で確認検査機構アネックスに評価員として選任されている者（以

下「審査員」という。）とします。また、業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるも

のとして、「評価の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大

臣が定める場合」（平成 18 年国土交通省告示第 304 号）を審査員に準用します。  

③適合審査に必要な提出図書 

適合審査に必要な提出図書は、次のとおりとなります。（１部提出）なお、設計住宅性能

評価、フラット３５、第三者評価（BELS）による省エネ性能ラベル、建築物エネルギー消

費性能適合性判定（以下「省エネ適判」という。）等を審査機関に同時に申請する場合にお

いては、適合審査に必要な提出図書のうち当該同時申請に係る提出図書と重複するものは

省略することができます。（ただし、適合審査の内容が確認できる場合に限る。） 

ａ．書類審査 

ＺＥＨ水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅共通 

・フラット 35設計検査通知書写し（同一基準であるもの） 

・BELS評価書写し（同一基準であるもの） 

※いずれも建築基準法の確認申請と共にアネックスへの申請であるものに限る 

ｂ．現地調査等 

ＺＥＨ水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅共通 
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・現地調査等依頼書 

・建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第７条第５項に規定する検査済証又はその

写し 

・建築士法施行規則（昭和 25 年建設省令第 38 号）第 17 条の 15 に規定する工

事監理報告書（以下単に「工事監理報告書」という。）又はその写し※ 

 ※ 現地調査等を工事監理報告書にて行う場合に必要 

２）業務の引受  

確認検査機構アネックスは、申請者から住宅省エネルギー性能証明適合審査の申請があ

った場合は、住宅省エネルギー性能証明書申請書の正本に １）③ の図書が添付されてい

ること及び以下の事項について確認します。 提出図書に特に不備がない場合には申請者に

対して引受承諾書及び請求書を交付します。 

・申請のあった住宅が、機関の定める住宅性能評価業務を行う区分に該当すること  

・申請のあった住宅の建て方（一戸建ての住宅か共同住宅等）の確認をすること 

・申請に設計住宅性能評価書等の添付がある場合は、その書類の確認をすること 

・提出図書に不足なく、かつ記載事項に漏れがないこと 

３）図面審査の実施 

２）の後、「（２）適合審査の方法」により審査を行います。 

１）③で提出された図書の内容に疑義がある場合は必要に応じて申請者又は代理者に説

明を求め、誤りがある場合は訂正を求めます。 

４）現地調査等の実施 

２）の後、「（２）適合審査の方法」により審査を行います。 

１）③で提出された図書の内容に疑義がある場合は必要に応じて申請者又は代理者に説

明を求め、誤りがある場合は訂正を求めます。 

５）住宅省エネルギー性能証明書の発行 

「（２）適合審査の方法」による審査が完了し、基準に適合していると認める場合、入金

がされたことを確認し、申請者に対して住宅省エネルギー性能証明書（令和４年国土交通

省告示第 455号別表）を発行します。  

また、申請者から紛失等による証明書の再発行の依頼があった場合、証明書に再発行で

ある旨と再発行日を記載して、発行します。 

なお、提出図書の内容が基準と不適合の場合又は明らかな虚偽がある場合は、申請者に

対して住宅省エネルギー性能証明書不適合通知書を発行します。 

証明申請者は、不動産登記法に基づく家屋番号等が確定したときは、家屋番号等を通知

しなければなりません。 
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（２）適合審査の方法 

１）又は２）により適合審査を行います。なお、適合審査に当たっては、国交省通知文を併

せて参照願います。 

１）住宅の新築又は建築後使用されたことのない住宅の取得をする場合 

①図面審査 

ＺＥＨ水準省エネ住宅の基準又は省エネ基準適合住宅の基準に適合していることを提出

図書により審査します。（申請に係る家屋における外皮平均熱貫流率の基準、一次エネルギ

ー消費量に関する基準等との照合を行う。）審査方法は、設計住宅性能評価（新築）の実施

方法に準じます。なお、設計住宅性能評価書等により、同等の基準が確認できる場合には、

審査を省略することができます。  

（フラット 35、BELS評価の申請図書により申請基準との整合確認を行います。）  

 

②現地調査等 

現場審査は実施せず、工事監理報告書又はその写しの提出により、工事が当該設計図書

等のとおりに実施されているかを確認します。 

     

４．証明業務手数料等 

手数料（税込）については、株式会社確認検査機構アネックスのホームページに記載い

たします。 

 

５．雑 則 

（１）秘密保持について  

確認検査機構アネックス及び審査員並びにこれらの者であった者は、この適合審査の業務に

関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用しません。 

（２）帳簿の作成及び保存について 

確認検査機構アネックスは、次の１）から９）までに掲げる事項を記載した証明書の発行業務

管理帳簿（以下「帳簿」という。）を作成し事務所に備え付け、施錠のできる室又はロッカー等

において、個人情報及び秘密情報が漏れることなく、かつ、証明書の発行業務以外の目的で複製、

利用等がされない、確実な方法で保存します。  

１）申請者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地  

２）証明書の発行業務の対象となる建築物の名称  

３）証明書の発行業務の対象となる住宅の家屋番号及び所在地  

４）証明書の発行業務の対象となる住宅の建て方  
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５）証明書の発行業務の対象となる住宅に適用した住宅性能 

６）適合審査の申請を受けた年月日  

７）適合審査を行った審査員の氏名  

８）適合審査料金の金額  

９）証明書の発行を行った年月日 又は不適合通知書の発行を行った年月日  

ただし、上記に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記   

録され、必要に応じ確認検査機構アネックスにおいて電子計算機その他の機器を用いて明確に紙

面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって「帳簿」に代えることができる。  

 

（３）書類等の保存  

帳簿は適合審査業務の全部を終了した日の属する年度、適合審査用提出図書および証明書の写

しは証明書の発行を行った日の属する年度から５事業年度保管します。  

 

（４）国土交通省等への報告等  

確認検査機構アネックスは、公正な業務を実施するために国土交通省等から業務に関する報告

等を求められた場合には、適合審査の内容、判断根拠その他情報について報告等をします。  

 

（附則） 

この要領は令和 8年 7月 1 日から施行する。 
                               令和 8年 7月 10日 制定 
 


